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マエストロの解説

　令和元年10月1日から令和5年9月30日まで
の期間中に、仕入税額控除の適用要件として保
存が義務付けられる「区分記載請求書等」に
は、従来の請求書等の記載事項に加え、「軽減
税率対象品目である旨」と「税率区分ごとの合
計請求額」の追加記載が義務付けられている。
これに加え、令和5年10月1日以後に保存と発
行が義務付けられる「適格請求書等」には、さ
らに「登録番号」と「税率区分ごとの消費税額
等」を記載することとされている。
　今月からは、いよいよ本番を迎える適格請求
書等保存方式（日本型インボイス制度）につい
て実務上のポイントを確認する。
※　表記する条文番号は、令和5年10月1日施
行の法令通達に基づいている。

適格請求書発行事業者登録制度1
　適格請求書発行事業者登録制度を創設し、令
和5年10月1日以降の取引については、原則と
して「適格請求書発行事業者」から交付を受け
た「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保
存が仕入税額控除の要件となる（消法30⑦〜⑨）。
（1）適格請求書発行事業者とは？
　「適格請求書発行事業者」とは、納税地の所
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著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員
大原大学院大学教授
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※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
　ta@lotus21.co.jp

税務における第一人者
“税務マエストロ”による税実務講座
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